
■社会教育法 第２３条 第１項 の解釈について 

 

○社会教育を基盤とした人づくり・つながりづくり・地域づくりの拠点として、

公民館が地域の実情に合わせて柔軟に運営され、その活動が一層活性化される

よう、必要な指導・支援をお願いします。 

 

１ 法第２３条第１項第１号の趣旨について 

 

  法第２３条第１項第１号では、公民館が「もっぱら営利を目的として事業 

を行い、特定の営利事務に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助す 

ること」を禁止している。 

  本規定の趣旨は、公民館が、法第２０条に掲げる目的を没却して専ら営利 

のみを追求することや、特定の営利事業に対して、使用回数や使用時間、使 

用料等に関して優遇するなど特に便宜を図り、それによって当該事業に利益 

を与えることを禁止するもので、公民館が営利事業に関わることを全面的に 

禁止するものではない。 

 

2 法第２３条第１項第２号の趣旨について 

 

  法第２３条第１項第２号では、公民館が「特定の政党の利害に関する事業 

を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること」を禁止して 

いる。 

  本規定の趣旨は、公民館の政治的中立性を確保するために設けられている 

ものであり、例えば、特定の政党に特に有利又は不利な条件で利用させるこ 

とや、特定の政党に偏って利用させるようなことは許されないが、公民館を 

政党又は政治家に利用させることを一般的に禁止するものではない。 

 

 

 

（H30.12.21付け、文部科学省 事務連絡より抜粋） 

 


